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[今月の予定] 
・6月15日……………社保研修会 

・6月19日……………大曽根社保新適説明会 

岡嶋社会保険労務士事務所 

改正法成立パート待遇上がるか 

改正パート労働法が５月２５日に成立し

た。来年度から指向される。正社員との

差別が禁止されるのは、配転・転勤も正

社員並みにするパートだけという高い

ハードルに失望が広がる中、人手不足を

背景に企業がパートを正社員に転換する

動きが注目を集める。改正法でも正社員

への転換促進が企業に義務付けられた

が、「パート底上げ」の頼みの綱になるの

か。 

          (編集委員・武信三恵子） 

■改正パート労働法の骨子 

 ＜パートと正社員との差別的待遇の禁 

  止＞ 

・パートのうち①正社員と仕事内容が同   

 じ②転勤なども正社員並み③雇用期間 

 に定めが無い人が対象 

 ＜均等待遇の確保＞ 

・正社員並みの条件でなくても、仕事内容  

 などをみて賃金など待遇で正社員との 

 バランスをとる 

 ＜正社員への転換促進＞ 

 ①新規に正社員を募集する場合のパー 

 トへの周知②正社員転換の社内公募③ 

 正社員転換の試験制度、などを義務化 

 

           （2007.05.26 朝日） 

昨年の労災認定 

精神障害も急増 

 

過労や仕事のストレスが原因で自殺(未遂

も含む)したとして、２００６年度に労災認定

された人は前年度より２４人多い６６人で、

過去最多となったことが１６日、厚生労働省

のまとめでわかった。過労自殺を含む精神

障害の認定者数も大幅に増加し、年代別

では働き盛りの３０代が４０％を占めた。 

厚労省職業病認定対策室は「労働環境は

依然厳しい。求められる齟齬と量が増えて

いるのに職場のサポートが不十分で、社員

が過労自殺に追い込まれるケースが増え

ている」と分析している。 

精神障害の労災補償請求者数は、前年度

比２４．８％増の８１９人で、認定者数は同

６１．４％増の２０５人。うち未遂を含む自殺

の認定は前年度の４２人から６６人に増え

た。 

認定者を年齢別に見ると、３０代が８３人で

突出して多く、全体の４割を占めた。ついで

２０代（３８人）、４０代(３６人)の順。職種別

では専門技術職（６０人）が最も多く、事務

職（３４人）、技能職(３３人)と続いた。 

脳・心臓疾患の労災補償請求者は前年

比７．９％増の９３８人で、そのうち認定者

数は同７．６％増の３５５人で過去最多。

脳疾患が２２５人、心臓疾患が１３０人

で、男性が９４％を占めた。 

認定者の年齢別では５０台が１４１人で以

下、４０代(１０４人）、３０代(６４人）と続

き、４０－５０代が全体の７割を占めた。 

職種別ではタクシーやトラックの運転手な

どの「運輸・通信従事者」が９０人と裂い

た。 

          （2007.05.17 日経） 

 

過度の長時間労働は過労自殺、脳・心臓

疾患の原因となることが労災認定上で認

められています。平成１８年４月１日施行

された改正労働安全衛生法でも、長時間

労働者の医師による面接指導が義務付

けられてきています。 

従業員の健康管理に気をつけましょう。 



■マザーズハローワークサービスを全国  

  展開 

４月２日、厚生労働省は、マザーズはロー

ワーク（＊）が設置されていない地域にお

いても子育てをしながら再就職を希望して

いる方が多数存在しており、その支援が求

められていることから、マザーズハロー

ワークが設置されていない３６県の中核と

なる都市の公共職業安定所に｢マザーズ

サロン」を設置し、子育てをしながら就職を

希望している方に対する再就職支援の充

実を図ることとしたと発表した。 

マザーズサロンでは、マザーズハローワー

ク同様、子育てをしながら早期の就職を希

望している方に対して、希望やニーズ・状
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More Companies Give Part-Time Workers Full-Time Status 

｢マザーズサロン」を３６県に設置 

就業規則に関する記事をシリーズで連載しま

す。 

況に応じた就職実現プランの策定、予約

による担当者制の職業相談、地方公共

団体などの連携による保育所など情報

提供、希望やニーズを踏まえた求人の

確保を行うなど、総合的かつ一貫した就

職支援を行うこととしている。なを、平成

１９年４月以降出来るだけ早く設置してい

くこととしている。 

（＊）マザーズハローワーク：子育てをし

ながら就職を希望している方に対して、

子供連れで来所しやすい環境を整備し、

個々の希望やニーズに応じたきめ細か

な就職支援を行うため、平成１８年４月

から全国１２ヵ所設置されている。 

 １．Major camera maker Canon   
 announced on Tuesday (March 27th) 
 That it will directly 3.5-thousand   
 casual employees in its manufacturing  
 division by the end of 2008.One-  
 thousand of these employees will be  
 granted permanent full-time status. 
２．Canon received administrative   
 direction from labor bureaus from  
 2004 to 2005 for violating  
 employment laws by putting workers  
 sent by subcontractors under the  
 direct supervision of Canon employees. 
３．Canon President  Fujio Mitarai also    
   Serves as the chairman of the Japan  
   Federation of Economic Organizations. 
   He allegedly called for the revision of   
  the current law, saying  that the contract   
   system is unrealistic. Mr Mitarai’s   
  remarks drew heavy criticism from labor  
  unions and politicians. 
４Japanese companies are facing a labor  
  shortage caused by the mass retirement  
  of baby-boomers and the decrease in  
  the number of children.A growing   
  number of companies in the retail   
  Industry are granting permanent full-  
  time status to contract workers to help  

  them retain their skilled staff. 
５．The YNIQLO clothing chain operated   
 by Fast Retailing  says it will promote   
 5-thousand employees to permanent  
 full-time status in two said hi wants to  
 provide a sense of security that will  
 encourage employees to stay with the  
 company. 
 
非正規雇用労働者の正規社員化すすむ 
1.大手カメラメーカーのキャノンは火曜日  

 (３月２７日）、２００８年末までに製造部 

 門において３，５００人の非正規社員を 

 直接雇用することを発表した。このうち 

 １，０００人は正規社員に登用される。   
２．キャノンは、下請業者から派遣された  

 労働者をキャノン社員による直接の指 

 揮命令下に置いたことで雇用の法律に 

 違反したとして、２００４年から２００５年 

 にかけて労働局の行政指導を受けた。 

３．キャノンの御手洗富士夫社長は、日 

  本経済団体連合会の会長も勤めてい     

 る。伝えられるところによると御手洗社  

 長は、請負制度に無理があり過ぎると 

 して、現行法の見直しを要求した。御手 

 洗氏のこの発言は、労働組合や政治  

 家などから激しい批判を浴びた。 

４．日本の企業は、団塊世代の大量退  

 職や少子化による人手不足に直面し 

 ている。小売業界では、優秀な人材を 

 確保するために、多くの企業で契約社 

 員を正社員に登用する動きが加速して 

 いる。 

５．ファーストリテイリングが展開する衣  

 料チェーン・ユニクロは、２年間で 

 ５，０００人の従業員を正社員に登用す  

 ると発表した。ファーストリテイリングの 

 会長兼社長の柳井正氏は、社員に長 

 期に働ける安心感を与えたいと述べ  

 た。 

英語の得意な方は英語でどうぞ。 
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久しぶりに東京へ行きました。 

遺族年金、傷害年金等の裁定請求でお困り

の方は当事務所にお問い合わせください。 
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六本木ヒルズは展望台に上がって、東京

の街を見下ろしました。わりと近くに東京タ

ワーがあってどうしてか、感動。同じ階の

森美術館では、予期しなかった作品を見

ることができて、これも感動。東京ミッドタ

ウンと新丸ビルは新しいショッピングモー

ルで一杯の人でした。 

やはりたまには東京の雰囲気は刺激的で

よさそうです。 

人事制度のスクーリングがあり、4月末か

ら5月頭にかけて東京へ行きました。 

前後に少し時間が取れましたので、上野動

物園のパンダ、東京都博物館の「ダビンチ

展」六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、新丸

ビルと東京を代表するするところを見てき

ました。上野動物園のパンダは現在1頭だ

けで寂しそうでした。「ダビンチ展」は受胎

告知を間じかに見て満足。来館者は意外

と少なく思ったほど混雑しなかったのでや

れやれでした。 

改正男女雇用機会均等法 １．性別による差別の禁止 

◇女性に対する差別の禁止から男女双 

  方に対する差別の禁止へ 

◇男性も均等法に基づく個別紛争の解  

  決の援助・調停などが利用できる 

 

【法の基本理念の転換】 

 改正均等法は、これまでの女性差別禁  

 止することによって男女平等を実現す 

 るという基本理念を転換し、男女双方 

 に対する差別を禁止する法律になりま  

 した。 

 したがって、例えば次のような取扱は  

 違法となります。 

・パートタイマーの募集は女性のみとし、  

 男性を対象外とすること 

・募集・採用に当たって「男性歓迎」｢女  

 性向の職種」等の表示をすること 

・時間外労働や深夜業の多い職務への  

 配置を男性のみとすること 

・接遇訓練の対象を助成のみとすること 

・男性に対するセクハラ行為 

 

【男性も均等法に基づき救済】 

 雇用の分野における差別禁止が男女  

 双方に対するものになったことにより、 

 男性に対する差別についても、均等法 

 に基づく個別紛争解決援助利用できる 

 ようになります。具体的には、都道府県 

 労働局長による助言・指導・勧告・ 

 機会均等調停会議による調停です。 

 

【女性のみ特例は当面保持】 

 現行法では女性に対する優遇を原則 

 禁止としつつも、特例として、均等な機 

 会及び待遇の確保の支障となっている 

 事情を改善することを目的として行う措 

 置(ポジティブ・アクション）は認められ 

 ています。 

 こうした女性に対する特例は、改正後 

 も当面続きます。 

 

《改正の趣旨》 

 制定当時の均等法は女性に対する差 

 別を撤廃することを目的としており、女 

 性を有利に扱うことについては認めら 

 れていました。 

 平成９年の改正では、女性に対する優 

 遇措置が原則禁止されました。その結 

 果、副次的に男性に対する差別も禁止  

 となりました。しかし、先進諸国ではお 

 おむね男女双方を対称に差別を禁止 

 しています。また、わが国でその後に  

 作られた法律をみても、男女双方を対 

 象とするものが出てきています。さら 

 に、最近では男性差別についての相談 

 も増えてきたことから、男女双方に対す 

 る差別を禁止する法律に改められまし 

 た。 

 女性保護という福祉的な色合いから抜 

 け出し、性差別禁止の理念が明確に打 

 ち出されたことになります。 

  

 



社会保険労務士 岡 嶋 義 幸 

〒461-0045 名古屋市東区砂田橋3-2  

             103-405 

電話 /FAX ０５２－７２１－３１０６ 

携帯 ０９０－８７３０－９７２６ 

Email: sr-okajima@river.ocn.ne.jp 
<業務内容> 

＊＊事業の発展と勤労者の福祉の増進のために＊＊ 

・人事労務管理に関するコンサルティング 

・労働基準法等に関する諸手続 

・就業規則、給与計算等の企画･作成 

・労働保険、社会保険に関する諸手続 

・各種給付金、助成金の申請 

・給与計算、賃金台帳の作成 

・各種年金の裁定請求、審査請求、再審査請求 

 

岡嶋社会保険労務士事務所 

中小企業のための人事制度作り こんな課題に挑戦します。 

・中小企業のための「人を育てる人事制  

 度」の導入のお手伝いをしています。 

 導入を検討中でしたらお問い合わせく  

 ださい。 

・個別労使紛争、紛争解決手続について  

 情報が必要な方は連絡ください。 

・就業規則の無料診断を受け付けて 

 います。お気軽にお申し付けくだい。 

・給与計算事務お引き受けいたします。 

このニュースについてのお問い合わせ、 

ご要望はＦＡＸにて連絡ください。 

ホームページが新しくなりました。 

http://sr-okajima.la.coocan.jp/ 

１．人が育つ人事制度で無けれ   

  ばなりません 

 往々にして人事制度は信賞必

罰の面が強調される傾向にありま

す。最近では特に能力給が否定さ

れ、職務給や成果主義がもてはや

されている時代です。成果給が長

期的にも効果を発揮するのであれ

ば、タクシードライバーはすべて

すばらしい社員になっているはず

です。しかし、社員を育てる仕組

みを持たない人事制度は、本来の

役割を忘れて目先の利益ばかりを

追求する刹那主義の人事制度で

す。人が育つ制度とすることの重

要性を認識しなくてはなりませ

ん。 

２．能力に基づく職能資格制度 

年功ベースの資格等級ではな

く、真の社員能力を資格等級とし

て格付けすることは、その社員の

能力を企業が認め、その等級に見

合う貢献を期待していることを意味

します。社員の能力としてどの様な

ものが必要なのか、企業はどのよう

な能力を身につけることを期待して

いるのかを明確にします。 

３．企業の方針や戦略に即した行

動、成果を評価します。 

評価は「望ましい社員像」を明確

にすることから始まります。この

「望まれる社員像」は企業方針に

沿った行動をする社員、成果を実現

している社員の行動を示したもので

なければなりません。すなわちコン

ピテンシーと呼ばれる行動規範を示

すこととなります。 

４．企業の利益に応じた昇給額の

決定 

もちろん年功で給与を上げる時代

は終わりました。さらにその社員の

評価がよくても企業に支払う能力が

無ければ給与は上がらないこともあ

ります。要は企業の経営状態から判

断して昇給額を決定しなければなり

ません。今後は経営計画に基づいて

人件費総額を管理することが重要で

す。 

５．誰 で も 評 価 で き る ｢ 絶 対 評

価」の評価制度作り 

出来るだけ評価項目はわかりやす

く、かつ測定可能な評価項目とする

ことが重要です。責任感、積極性と

いった抽象的な評価項目のみでな

く、何をすれば責任感が強いのか、

何をすれば積極性があることとなる

のか、などを「絶対評価」で評価し

ます。 

人事制度の校正は次の3つの制度

から成り立っています。これらの連

携をとりつつ社員の能力アップを図

ることが出来る制度作りが必要で

す。 

・職能資格制度 

・評価制度 

・給与制度 

☆人事制度作りのお問い合わせは

当事務所へFAXにて連絡ください。 

 


